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Ⅰ 資産（オン・バランス）項目信用リスク･アセット  
  1. 現金 
  2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け 
  3. 外国の中央政府及び中央銀行向け 
  4. 国際決済銀行等向け 
  5. 我が国の地方公共団体向け 
  6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け 
  7. 国際開発銀行向け 
  8. 我が国の政府関係機関向け 
  9. 地方三公社向け 
 10. 金融機関及び証券会社向け 
 11. 法人等向け 
 12. 中小企業等向け及び個人向け 
 13. 抵当権付住宅ローン 
 14. 不動産取得等事業向け 
 15. 三月以上延滞等 
 16. 取立未済手形 
 17. 信用保証協会等による保証付 
 18. 株式会社産業再生機構による保証付 
 19. 出資等 
 20. 上記以外 
 21. 証券化（オリジネーターの場合） 
 22. 証券化（オリジネーター以外の場合） 
 23. 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産 
Ⅱ オフ･バランス取引等項目信用リスク･アセット  
   1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント 
  2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 
  3. 短期の貿易関連偶発債務 
  4. 特定の取引に係る偶発債務 
  (うち経過措置を適用する元本補てん信託契約） 
   5. ＮＩＦ又はＲＵＦ 
  6. 原契約期間が1年超のコミットメント 
  7. 内部格付手法におけるコミットメント 
  8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 
    (うち借入金の保証) 
    (うち有価証券の保証) 
   (うち手形引受) 
   (うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約) 
   (うちクレジット・デリバティブのプロテクション提供) 
   9. 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等(控除後 ) 
     買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等(控除前 ) 
     控除額 (△ ) 
  10. 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 
  11. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 
  12. 派生商品取引 
     (1)外為関連取引 
     (2)金利関連取引 
    (3)金関連取引 
    (4)株式関連取引 
    (5)貴金属 (金を除く)関連取引 
   (6)その他のコモディティ関連取引 
   (7)クレジット・デリバティブ取引（カウンター・パーティー・リスク） 
   一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果(△ ) 
 13. 長期決済期間取引 
 14. 未決済取引 
 15. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス 
 16. 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー 
Ⅲ オペレーショナル･リスク相当額  

合計（総所要自己資本額）  

所要自己資本 

●所要自己資本の額 

◆ 自己資本の充実度に関する事項 

◆ 自己資本の構成に関する事項及び自己資本比率及び基本的項目比率 

　自己資本の構成の内訳、及び自己資本比率、基本的項目比率につきましては、11頁に記載の「単体自己資本比率［国内基準］」、
及び24頁に記載の「連結自己資本比率［国内基準］」を参照願います。 

　本頁以降では、「銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官
が別に定める事項」（平成19年金融庁告示第15号、いわゆる「バーゼルⅡ第3の柱（市場規律）」に基づく開示）により定められた
開示項目を記載しております。 
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項目 
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 1,055 
 12,346

Ⅰ 資産（オン・バランス）項目信用リスク･アセット  
  1. 現金 
   2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け 
   3. 外国の中央政府及び中央銀行向け 
   4. 国際決済銀行等向け 
   5. 我が国の地方公共団体向け 
   6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け 
   7. 国際開発銀行向け 
   8. 我が国の政府関係機関向け 
   9. 地方三公社向け 
 10. 金融機関及び証券会社向け 
 11. 法人等向け 
 12. 中小企業等向け及び個人向け 
 13. 抵当権付住宅ローン 
 14. 不動産取得等事業向け 
 15. 三月以上延滞等 
 16. 取立未済手形 
 17. 信用保証協会等による保証付 
 18. 株式会社産業再生機構による保証付 
 19. 出資等 
 20. 上記以外 
 21. 証券化（オリジネーターの場合） 
 22. 証券化（オリジネーター以外の場合） 
 23. 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産 
Ⅱ オフ･バランス取引等項目信用リスク･アセット  
  1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント 
  2. 原契約期間が1年以下のコミットメント 
  3. 短期の貿易関連偶発債務 
  4. 特定の取引に係る偶発債務 
   (うち経過措置を適用する元本補てん信託契約） 
  5. ＮＩＦ又はＲＵＦ 
  6. 原契約期間が1年超のコミットメント 
  7. 内部格付手法におけるコミットメント 
  8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 
   (うち借入金の保証) 
   (うち有価証券の保証) 
   (うち手形引受) 
   (うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約) 
   (うちクレジット・デリバティブのプロテクション提供) 
  9. 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等(控除後 ) 
   買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等(控除前 ) 
    控除額 (△ ) 
 10. 先物購入、先渡預金、部分払込株式又は部分払込債券 
 11. 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 
 12. 派生商品取引 
    (1)外為関連取引 
   (2)金利関連取引 
    (3)金関連取引 
   (4)株式関連取引 
   (5)貴金属 (金を除く)関連取引 
   (6)その他のコモディティ関連取引 
   (7)クレジット・デリバティブ取引（カウンター・パーティー・リスク） 
   一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果(△ ) 
 13. 長期決済期間取引 
 14. 未決済取引 
 15. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格なサービサー・キャッシュ・アドバンス 
 16. 上記以外のオフ・バランスの証券化エクスポージャー 
Ⅲ オペレーショナル･リスク相当額  

合計（総所要自己資本額）  

所要自己資本 
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［単位：百万円］ 

一 般 貸 倒 引 当 金  

個 別 貸 倒 引 当 金  

 期首残高  当中間期増加額  当中間期減少額  中間期末残高 

平成18年度中間期  

平成19年度中間期  

平成18年度中間期  

平成19年度中間期 

［単位：百万円］ ［単位：百万円］ 

●業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額 

（個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳） 

●一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減（部分直接償却前） 

1,826  

1,900  

9,704  

9,783 

131  

291  

913  

1,112 

234  

731  

1,492  

1,223 

1,724  

1,459  

9,125  

9,672 

［単位：百万円］ 

国 内 計  
国 外 計  
地 域 別 合 計  
製 造 業  
農 業  
林 業  
漁 業  
鉱 業  
建 設 業  
電気・ガス・熱供給・水道 
情 報 通 信 業  
運 輸 業  
卸 ･ 小 売 業  
金 融 保 険 業  
不 動 産 業  
各 種 サ ー ビ ス  
政 府・地 方 公 共 団 体  
個 人  
そ の 他  

業 種 別 計  

製 造 業  
農 業  
林 業  
漁 業  
鉱 業  
建 設 業  
電 気・ガス・熱供給・水道  
情 報 通 信 業  
運 輸 業  
卸 ･ 小 売 業  
金 融 保 険 業  
不 動 産 業  
各 種 サ ー ビ ス  
政 府 ・ 地 方 公 共 団 体  
個 人  
そ の 他  
業 種 別 計  

0％ 
10％ 
20％ 
35％ 
50％ 
75％ 
100％ 
150％ 
350％ 

自己資本控除 
合　計 

9,704  
─  

9,704  
2,562  
51  
42  
83  
─  

3,188  
─  
─  
24  
456  
─  

1,066  
1,797  
─  
418  
12  

9,704 

134 
2 
2 
0 
─ 
248 
─ 
─ 
19 
48 
─ 

▲11 
260 
─ 
37 
2 

744

992 
─ 

68,943 
─ 

9,569 
─ 

1,538 
─ 
─ 
─ 

81,045

131,539 
83,591 
1,045 
72,334 
647 

54,112 
182,684 
1,727 
─ 
─ 

527,683

46 
2 
0 
12 
─ 
442 
─ 
─ 
1 

213 
─ 
137 
95 
─ 
82 
6 

1,041

9,783  
─  

9,783  
2,668  
48  
45  
109  
─  

2,996  
─  
─  
50  
520  
─  

1,144  
1,851  
─  
336  
12  

9,783 

913  
─  
913  
148  
2  
2  
─  
─  
209  
─  
─  
19  
77  
─  
81  
333  
─  
37  
0  

913 

1,112  
─  

1,112  
85  
2  
0  
12  
─  
450  
─  
─  
6  

250  
─  
89  
125  
─  
89  
─  

1,112 

1,492  
─  

1,492  
194  
5  
─  
0  
─  
912  
─  
─  
0  
47  
─  
111  
168  
─  
50  
─  

1,492 

1,223  
─  

1,223  
135  
─  
─  
26  
─  
353  
─  
─  
5  

107  
─  
340  
202  
─  
52  
─  

1,223 

9,125  
─  

9,125  
2,515  
48  
45  
83  
─  

2,486  
─  
─  
43  
486  
─  

1,036  
1,962  
─  
404  
12  

9,125 

9,672  
─  

9,672  
2,618  
50  
46  
95  
─  

3,093  
─  
─  
51  
663  
─  
893  
1,773  
─  
373  
12  

9,672 

 期首残高 
平成18年度中間期 平成19年度中間期 平成18年度中間期 平成19年度中間期 平成18年度中間期 平成19年度中間期 平成18年度中間期 平成19年度中間期 

 当中間期増加額  当中間期減少額  中間期末残高 

貸出金償却 
平成18年9月末 平成19年9月末 

●標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、　 
　リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効
　果を勘案した後の残高 

エクスポージャーの額 
平成18年9月末 

格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 

平成19年9月末 
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［単位：百万円］ 

信用リスク・エクスポージャー期末残高 

403  

  ─  

 21  

37  

 ─  

1,132  

─  

─  

 49  

 1,041  

─  

 550  

 1,034  

 ─  

 1,356  

 ─  

 5,628 

40,305 

 2,352 

274 

 676 

 614 

 42,713 

 5,162 

 3,650 

 12,760 

 54,326 

 134,384 

 58,575 

 76,115 

 77,370 

 102,845 

 49,961 

 662,088

35,659 

 2,352 

 274 

676 

519 

42,566 

 4,695 

 3,187 

 8,762 

 52,708 

 35,475 

 53,704 

 74,891 

 28,827 

 102,845 

 ─ 

 447,146

 ─  

 ─  

 ─  

─  

─  

 ─  

─  

─  

 3,101  

 495  

 47,761  

 4,484  

 1,005  

 48,543  

 ─  

 ─  

105,391 

 ─  

 ─  

 ─  

─  

─  

 ─  

─  

─  

 ─  

 ─  

  409  

 ─  

 ─  

─  

 ─  

 ─  

 409

製 造 業  

農 業  

林 業  

漁 業  

鉱 業  

建 設 業  

電気・ガス・熱供給・水道 

情 報 通 信 業  

運 輸 業  

卸 ･ 小 売 業  

金 融 保 険 業  

不 動 産 業  

各 種 サ ー ビ ス  

政 府・地 方 公 共 団 体  

個 人  

そ の 他  

業 種 別 計  

うち 
三月以上延滞 
エクスポージャー 

うち 
債　券 

平成18年 
9月末 

平成19年 
9月末 

平成18年 
9月末 

平成19年 
9月末 

平成18年 
9月末 

平成19年 
9月末 

平成18年 
9月末 

平成19年 
9月末 

平成18年 
9月末 

平成19年 
9月末 

うち 
デリバティブ取引 

国 内  

国 外  

地 域 別 計  

1 年 以 下  

1 年 超 3 年 以 下  

3 年 超 5 年 以 下  

5 年 超 10 年 以 下  

10 年 超 15 年 以 下  

15  年  超 

期間の定めのないもの 

残 存 期 間 別 計  

654,592 

7,496 

662,088 

 170,010 

116,019 

 105,566 

 96,293 

 47,482 

 22,535 

 104,181 

 662,088

447,146 

─ 

447,146 

 129,559 

79,824 

 65,542 

 78,597 

 31,523 

 22,535 

 39,563 

 447,146

97,940  

7,451  

105,391  

 5,994  

 36,127  

 29,857  

 17,452  

 15,958  

─  

 ─  

105,391 

409 

─ 

409 

 29 

 67 

 69 

 243 

 ─ 

 ─ 

 ─ 

 409

5,628 

─ 

5,628

うち　貸出金、コミッ
トメント及びその他
のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

（注）１．本項目以降については、単体の内容が連結の大部分を占めることから、連結については記載を省略しております。 
　　２．本項目及び本項目以降の一部の項目については、平成19年3月期末よりエクスポージャーの算出方法が変更となっ

ているため、直近事業年度の計数のみを記載しております。 

●信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高、および3か月以上延滞エクスポージャーの期末残高 
　（業種別、地域別、残存期間別）　 

◆ 信用リスクに関する事項  
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